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      近畿農政局地方参事官室（京都府担当）からのメール情報 第 196号  

                 2024.3.26 

 

 各  位 

 

                       近畿農政局地方参事官室（京都府担当） 

 

 時下益々ご清栄のことと存じます。 

 日頃より地域農政の推進に格段のご理解とご尽力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 

 農政に関するメール情報を以下のとおり配信いたします。  

 皆様の地域の農業を元気にする取組に、少しでもお役に立てば幸いに存じます。 

 

           ～～今回お知らせする情報～～ 

 

〇 「関西食の「わ」プログラム」の募集について 

 

〇 国産果物の消費拡大に関するポスターデザイン募集について 

 

〇 スマホでみる農林統計 

 

❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏ 

 

〇 「関西食の「わ」プログラム」の募集について 

 

  近畿農政局では、2023 年 12 月に「和食」がユネスコ無形文化遺産に登録されて 10 

 周年を迎えたことを踏まえ、2025 年に開催される大阪・関西万博が関西の食や食文 

 化の保護・継承の契機となるよう、団体、企業、個人が取り組む関西ならではの食 

 や食文化を国内外に発信する活動について「関西食の「わ」プログラム」として認 

 定する取組を開始します。 

  この取組では、関西の食の応援や学びの提供などの活動を募集します。 

 

  申請された活動は審査を経て「関西食の「わ」プログラム」として認定し、その 

 うち、特に意欲的かつ活発な活動を「プレミア関西食の「わ」プログラム」として 

 表彰予定です。多くの皆さまの応募をお待ちしております。 

 

 【募集期間】 

   令和６年４月１日（月曜日）～令和７年 10月 13 日（月曜日） 
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 【募集内容】 

   民間団体、企業、個人（グループを含む。）が独自に取り組む関西ならではの食 

  材、伝統食、郷土料理、特産品、食文化を広く国内外へ発信する活動を募集します。 

 

 【表彰】 

   認定されたプログラムのうち、特に意欲的かつ活発な活動を「プレミア関西食の 

  「わ」プログラム」として表彰（近畿農政局長表彰）します。 

 

   ※応募方法等詳細な内容につきましては、以下の HPをご覧ください。 

    「プレスリリース」（近畿農政局 HP） 

     https://www.maff.go.jp/kinki/press/keiei/tiiki_syokuhin/240326.html 

 

 【お問合せ先】 

   近畿農政局 経営・事業支援部食品企業課 担当者：森、勝田、福本 

   代表：075-451-9161（内線 2756） ダイヤルイン：075-414-9024 

 

 

〇 国産果物の消費拡大に関するポスターデザイン募集について 

 

  農林水産省は、国民の皆様に、果物を食べることの重要性を改めて認識いただく 

 ため、また、国産果物をもっと身近に感じていただくため、本日から国産果物の消 

 費拡大に関するポスターデザインの募集を開始します。 

 

 【募集期間】 

   令和６年３月 13 日（水曜日）から５月 13 日（月曜日） 

 

 【テーマ】 

   果物を食べることの重要性を伝えるとともに、国産果物がもっと身近に感じら 

  れる内容であること。その際、以下の必須条件を満たしたものであること。また、 

  任意条件を含んだ内容の場合はさらに加点のうえ審査します。 

  ＜必須条件（⓵～⓷すべて）＞ 

   ⓵ 国内で生産される一般的な果物（注）を複数品目使っているデザイン 

   （注：今回のデザインでは、果実的野菜（いちご、スイカ、メロン）は果物に 

    含みます。また、アボカドも果物に含みます。種実類（アーモンド、くるみ、 

    栗、ひまわりの種など）は果物に含みません。） 

   ⓶ 生果だけでなく、カットフルーツ、冷凍フルーツ、ドライフルーツ、フルーツ 

    缶詰、果汁飲料、その他果物を使ったレシピ（例：林檎のレアチーズケーキ） 

    など様々な食べ方をイメージできるデザイン 

https://www.maff.go.jp/kinki/press/keiei/tiiki_syokuhin/240326.html
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   ⓷ 1 日当たりの果物摂取量の目標値が 200gであることが分かるデザイン 

  ＜任意条件＞ 

   応募者が考えたオリジナルキャラクターを使って、果物を身近に感じてもらえる 

   ようなデザイン 

 

 【表彰点数】 

   農産局長賞：1点（国産果物の消費拡大に関するポスターとして採用のうえ、農林 

         水産省Webページに掲載します。受賞者へは賞状を郵送します。） 

   入   賞：数点（農林水産省Webページに掲載します。） 

 

   ※応募方法等詳細な内容につきましては、以下の HPをご覧ください。 

    「プレスリリース」（農林水産省 HP） 

     https://www.maff.go.jp/j/press/nousan/ryutu/240313.html 

 

 【お問合せ先】 

   農林水産省 農産局園芸作物課 担当者：中村、髙畑、藤富 

   代表：03-3502-8111（内線 4791）ダイヤルイン：03-3502-5958 

 

 

〇 スマホでみる農林統計 

 

 【内容紹介】 

   スマートフォン向けに作成した統計表により、近畿の府県別、市町村別の主要農 

  林水産統計データが閲覧できます。（総ページ数 273） 

   メニュー画面で、見たい統計をタップすると該当ページが表示され、戻るボタン 

  でメニューに戻るなど、操作が簡単です。 

 

   動作には、別途 Adobe Reader が必要です。 

   （アンドロイド端末の方は「Playストア」、iOS端末の方は「App Store」から、 

    Adobe Readerのアプリをインストールし、ご利用ください。） 

 

   ※詳細な内容につきましては、以下の HPをご覧ください。 

    「スマホでみる農林統計」（近畿農政局 HP） 

     https://www.maff.go.jp/kinki/toukei/toukeikikaku/smapho/ 

 

 【お問い合せ先】 

   近畿農政局 統計部統計企画課 

   代表：075-451-9161（内線 2623）ダイヤルイン：075-414-9620 

https://www.maff.go.jp/j/press/nousan/ryutu/240313.html
https://www.maff.go.jp/kinki/toukei/toukeikikaku/smapho/
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※ 当メール情報についてのご意見・ご感想や「こんな情報を送ってほしい」などの 

 ご要望がございましたら、以下の地方参事官ホットラインまでお気軽にお寄せくだ 

 さい。 

   メール情報の配信停止・配信先変更ご希望の方は、その旨を記載し、このメールに 

 返信願います。 

 

 農林水産省近畿農政局地方参事官室（京都府担当） 

  地方参事官ホットライン 

 

   〒602-8054 京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町 

   電話:075-414-9015      

  メールアドレス：kinki_sanjikan_kyoto@maff.go.jp 
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------------------------------------------ 

 近畿農政局 地方参事官室（京都府担当） 

 〒602-8054 

 京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町 

 TEL：０７５-４１４-９０１５ 

  E-MAIL: kinki_sanjikan_kyoto@maff.go.jp 

------------------------------------------- 
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